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発行・編集
岡谷市社会福祉協議会

〒394－0029
岡谷市幸町８番１号
� 0266－22－8194

0266－24－2121
メールアドレス
VC20204@wm.shakyo.
wamnet.wam.go.jp

FAX

No. 48
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地域住民が主体の参加型地域福祉コミュニティづくりを進める

とともに、介護保険および障害者の支援費制度等に対応できる在

宅福祉サービスの充実を図り、誰もが安心して暮らすことのでき

る地域福祉を推進します。

◆ホームヘルプサービス事業

・介護予防生活支援サービス（介護保険

自立認定者対象）

・重症化予防生活支援サービス（介護保

険要支援以上対象）

◆産後ママサポート事業

◆デイサービス事業

・介護予防生活支援サービス（介護保険

自立認定者対象）

・重症化予防生活支援サービス（介護保

険要支援以上対象）

◆生きがいづくりデイサービス事業

◆母子通園訓練施設「まゆみ園」管理運営

◆岡谷市社会福祉センター管理運営

◆家庭介護者交流事業

・いきいき介護者サロン事業

・介護者懇談会

・出前サロン事業（新規事業）

◆障害者社会参加促進事業

障害者の自立と社会参加の促進を図り

ます。

・手話奉仕員養成事業

・手話通訳設置事業

・声の広報発行事業

・重度身体障害者移動支援事業

・生活訓練事業

・スポーツ教室開催事業

・スポーツ大会開催等

・福祉機器リサイクル事業

・障害児学童クラブ事業

■市委託事業の受託実施

◆居宅介護支援事業所（ケアプラン作成）

◆訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）

◆障害児者居宅介護等事業（支援費制度）

（新規事業）

◆精神障害者居宅介護等事業（新規事業）

◆通所介護事業所（デイサービス）

◆各区が実施する敬老事業に対する助成

◆市内遊び場の新設、遊具等の整備事業

◆母子世帯、結婚相談等に対する援助活動

と助成

◆岡谷市障害者福祉推進実行委員会による

障害者福祉の基盤づくり

◆各種福祉・ボランティア団体に対し活動

助成

◆希望の旅事業

◆戦没者等家庭への見舞いおよび歳末激励

事業

◆罹
り

災
さい

者
しゃ

に対する見舞い、交通災害遺児へ

の激励

■介護保険関連指定事業の実施

■社会福祉推進事業

■その他社会福祉推進事業
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■平成15年度岡谷市社会福祉協議会

総予算額 306,615千円

◆地域サポートセンター設置促進体制整備事業

・岡谷市地域福祉活動人材養成研修会の開催

・人材養成講座修了者フォローアップ事業

・地域サポートセンター設置及び事業

・活動に対する地域福祉活動振興補助事業（新規事業）

◆意識啓発推進事業

・岡谷市社会福祉大会の開催

・社協だより「ゆめ」の発行

・ホームページ開設

・福祉ビデオ、フィルムの貸出し

・各種情報､資料の収集提供

◆生きがいづくり推進事業

生きがいデイサービス事業を通じて、高齢者の引き

こもり防止、ひとり暮らし高齢者等の孤独感や疎外感

を解消する等、生きがいを持って地域で暮らせる支援

事業を推進します。

◆福祉学習推進事業

◆ふれあい、助けあい、支えあいの福祉のまちづくり

事業

・ふれあいの仲間づくり事業（会食会、配食会、ミニ

デイケア、配湯サービス等）

・青少年ふれあい育成、高齢者と児童の交流事業

・ふれあいいきいきサロン事業

・支えあい、助け合い活動

・車いす移送車の貸し出しサービス事業

・介護機器の貸与事業（介護保険適用外）

◆小地域福祉ネットワークづくり推進事業

・ひとり暮らし高齢者等安心コール事業

・地区社協福祉ニーズ把握ネットワーク事業

（市内全町内に福祉推進員を設置）

・見守り安心ネットワーク事業

・地区地域福祉推進会議・福祉懇談会

・在宅福祉推進ネットワーク研修会

・友愛訪問・地区社協だよりの発行

◆啓発活動の推進

◆養成研修活動推進事業

・ボランティア教室の開催

・社会福祉推進校事業の推進

・中・高校生ボランティア体験学習会

・市民車いす、高齢者擬似体験学習会

・要約筆記奉仕員フォローアップ講座

（年１回10回シリーズ）（新規事業）

・朗読ボランティア養成講座（６回シリーズ）

・手話奉仕員フォローアップ講座（10回シリーズ）

・ボランティアグループ等に対する地域福祉活動振興

補助事業の実施

・こども福祉教室

・企業ボランティア活動振興事業

◆有償在宅福祉サービス事業

・家事援助サービス

・送迎サービス

・保育サービス

◆ボランティア登録、斡
あっ

旋
せん

、相談事業

◆基盤強化事業

・ボランティア連絡協議会の組織化（新規事業）

◆各種相談窓口の開設

・心配ごと相談（週５日体制）（新規事業）

・結婚相談等（９月開設）（新規事業）

◆ハートリーフ事業

◆低所得世帯、障害者世帯への貸付事業

◆地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業

◆金銭管理、財産保全サービス事業

◆苦情解決への対応（第三者委員）

主な事業と予算�主な事業と予算�主な事業と予算�

■岡谷市ボランティアセンター事業

■支援相談事業

■福祉コミュニティ活動推進事業



聴覚障害者の生活および関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、身近な聴覚障害

者と円滑に日常会話ができるまでを目標にします。

１　定　員 20人

２　場　所 …岡谷市役所　 …総合福祉センター（仮称）

３　受講対象者

①手話の学習経験がない方、または手話サークル在籍２年未満の方

②全日程出席できる方

４　申込み受付開始 ４月10日（木）午前８時30分～

５　申込み方法 市社協へお申し込みください。

�２２－８１９４　 ２４－２１２１

６　受講料 6,000円（テキスト代含む）

７　その他 原則として全課程（入門・基礎）に出席すること

実技　出席率80％以上の方に修了証書を授与（講義は必須）

日程・場所は、変更することがあります。

基礎講座入門講座

20社協だより

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

平成15年度�

『手話奉仕員養成講座』受講生募集！！�
平成15年度�

『手話奉仕員養成講座』受講生募集！！�

入 門 課 程 �

基 礎 課 程 �

期　日� 曜日� 時　間�

第１回 ５月６日 火 10：00～12：00�

第２回 ５月13日 火 10：00～12：00�

第３回 ５月20日 火 10：00～12：00�

第４回 ５月27日 火 10：00～12：00�

第５回 ６月３日 火 10：00～12：00�

第６回 ６月10日 火 10：00～12：00�

第７回 ６月17日 火 10：00～12：00�

第８回 ６月17日 火 13：00～15：00�

第９回 ６月24日 火 10：00～12：00

期　日� 曜日� 時　間�

第10回 ７月１日 火 10：00～12：00�

第11回 ７月８日 火 10：00～12：00�

第12回 ７月８日 火 13：00～15：00�

第13回 ７月15日 火 10：00～12：00�

第14回 ７月22日 火 10：00～12：00�

第15回 ７月29日 火 10：00～12：00�

第16回 ８月26日 火 10：00～12：00�

第17回 ８月26日 火 13：00～15：00�

第18回 ９月２日 火 10：00～12：00

期　日� 曜日� 時　間�

第１回 ９月９日 火 10：00～12：00�

第２回 ９月９日 火 13：00～15：00�

第３回 ９月16日 火 10：00～12：00�

第４回 ９月30日 火 10：00～12：00�

第５回 10月７日 火 10：00～12：00�

第６回 10月14日 火 10：00～12：00�

第７回 10月21日 火 10：00～12：00�

第８回 10月28日 火 10：00～12：00�

第９回 11月４日 火 10：00～12：00�

第10回 11月４日 火 13：00～15：00�

第11回 11月11日 火 10：00～12：00�

第12回 11月18日 火 10：00～12：00

期　日� 曜日� 時　間�

第13回 11月25日 火 10：00～12：00�

第14回 12月２日 火 10：00～12：00�

第15回 12月９日 火 10：00～12：00�

第16回 12月16日 火 10：00～12：00�

第17回 １月13日 火 10：00～12：00�

第18回 １月20日 火 10：00～12：00�

第19回 １月27日 火 10：00～12：00�

第20回 ２月３日 火 10：00～12：00�

第21回 ２月10日 火 10：00～12：00�

第22回 ２月17日 火 10：00～12：00�

第23回 ２月24日 火 10：00～12：00�

第24回 ２月24日 火 13：00～15：00



日ごろ抱いているお悩み等の相談、また、介護

者相互の交流の場として、サロンを開設します。

お気軽にお立ち寄りいただき、ほっと一息入れて、

お風呂でホットなごみませんか。

■対象者 岡谷市にお住まいの介護者、ならびに、

市内にお住まいの要援護者を介護されている方な

ら、どなたでも結構です。

■開催日時 月１回　午前10時～午後３時

（時間内出入自由）

■平成15年度日程

４月24日（木）�

５月23日（金）�

６月24日（火）�

７月24日（木）�

８月25日（月）�

９月24日（水）�

10月24日（金）�

11月25日（月）�

12月24日（水）�

１月23日（金）�

２月24日（水）�

３月24日（水）�

■場所 ホテル岡谷（中央町１丁目）�22－0555

■内容

�レクリエーション

�四季折々のお楽しみ会

�在宅介護支援センター職員等による健康チェック

（午前10時30分～11時30分と午後１時30分

～２時30分の２回）

�入浴（正午頃より）

�お茶、お菓子など用意しています

■参加料 無料

■問合せ 市社協 �２２－８１９４

２４－２１２１

212003
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４月20日（日）午前10時～午後３時

諏訪市文化センター

ビデオ発表「今、私は…」

記念講演「いつでも 誰でも どこへでも」

講師　おそどまさこさん

交流会「さあ 音楽しよう」

無　料

長野県失語症友の会

岡谷市社会福祉協議会

諏訪地区言語障害者友の会（かりん言葉の会）

事務局　諏訪赤十字病院　�５２－６１１１

問合せ

後　援

主　催

参加費

内　容

会　場

日　時

ありがとう！　さようなら！　ひよこの広場！！
子育てサロン事業「ひよこの広場」は子育て支援館「こどものくに」（イルフプラザ）

開館にあたり３月27日をもって終了いたしました。

「ひよこの広場」は平成14年５月23日より（月２回・木曜日）、子育てに戸惑っていたり、

仲間作りをしたい、子育ての相談をしたいお母さんが、お子さんと気軽に集えるサロンとしてスタートしました。

会場が田中小学校の「ふれあいプラザ田中」ということもあり、家庭的な雰囲気の中で、延べ400人近いお子さ

んとお母さん方に利用していただきました。

１年間でしたが、多くの方に親しまれ、楽しく利用していただきました事を心より感謝申しあげます。

１年間ありがとうございました。 岡谷市社会福祉協議会

第10回 長野県失語症者・構音障害者の集い ＜諏訪大会＞

……失語症とは

言葉が出ないだけでなく、人の言葉を理

解できない、読み書きがうまくいかないな

どの症状があります。（脳卒中・脳挫傷な

どの後遺症による）

……構音障害とは

脳卒中などの病気の後遺症で、話をする

運動神経に障害があり、口や、舌、のどに

マヒが生じる。

話しにくさや、声を出しづらい等の症状

があります。
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私
た
ち
ガ
ー
ル
ス

カ
ウ
ト
は
、
地
域
の

皆
様
に
支
え
ら
れ
、

岡
谷
市
連
合
婦
人
会

の
方
と
市
と
の
関か

か

わ

り
の
中
で
、
昭
和
37

年
発
団
以
来
41
年
間

活
動
を
続
け
て
き
ま

し
た
。

入
団
す
る
と
、
小

学
校
１
年
生
か
ら
３

年
生
を
ブ
ラ
ウ
ニ

ー
、
４
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
を
ジ
ュ
ニ

ア
、
中
学
生
を
シ
ニ

ア
、
高
校
生
を
レ
ン

ジ
ャ
ー
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
は
、

テ
ン
ダ
ー
フ
ッ
ド
と
い
う
年
長
さ
ん
の

パ
ト
ロ
ー
ル
（
小
グ
ル
ー
プ
）
も
で
き

ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
異
年
齢
の
小
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
、
楽
し
い
体
験
を
い
っ
ぱ

い
し
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
神
秘
的
な
入
団
式
や
フ
ラ

イ
ア
ッ
プ
式
の
セ
レ
モ
ニ
ー
、
１
泊
２

日
の
小
旅
行
、３
泊
４
日
の
キ
ャ
ン
プ
、

花
壇
づ
く
り
、
諏
訪
湖
流
入
河
川
の
水

質
調
査
ハ
イ
ク
、
ア
フ
ガ
ン
難
民
へ
の

ピ
ー
ス
パ
ッ
ク
、
清
掃
奉
仕
、
外
国
の

お
友
達
と
の
交
流
ギ
ャ
ザ
リ
ン
グ
や
シ

ン
キ
ン
グ
デ
イ
な

ど
、
ほ
か
に
も
た
く

さ
ん
の
活
動
を
年
間

を
通
じ
て
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
活

動
の
輪
は
、
団
か
ら

支
部
、北
関
東
地
区
、

国
内
、
海
外
へ
と
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。

約
束
と
お
き
て
を

守
り
、�
自
然
と
共

に
��
人
と
の
交
わ

り
��
自
己
開
発
�

の
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
ポ
イ
ン
ト
を
も

と
に
し
、
様
々
な
生

活
体
験
、
自
然
体
験
、
奉
仕
体
験
、
企

画
・
運
営
体
験
を
通
し
て
、
た
く
ま
し

く
生
き
る
力
、
人
へ
の
思
い
や
り
の
心

を
つ
け
る
よ
う
、
自
己
能
力
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
成
人
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
少
女
た
ち
の

成
長
を
楽
し
み
、
自
ら
も
楽
し
く
活
動

す
る
中
で
、
自
己
を
高
め
る
こ
と
の
で

き
る
ス
カ
ウ
ト
活
動
は
ま
さ
に
生
涯
学

習
で
す
。

「
ス
カ
ウ
テ
ィ
ン
グ
は
ゲ
ー
ム
で
あ

る
！
」

一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん

か
。今

年
度
は
東
海
地
震
に
備
え
て
、
キ

ャ
ン
プ
の
中
で
、
生
き
る
た
め
の
技
術

を
中
心
に
学
ぼ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
一
度
は

こ
の
門
を
く
ぐ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

入
団
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

（(

社)

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
長

野
県
第
10
団
団
委
員
長
　
鮎
沢
美
知
）

問
い
合
わ
せ
、
入
団
申
し
込
み
は

鮎
沢
さ
ん
　
�

23
―
５
０
１
６

林
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３年ごと見直される新しい介護保険料が決まりました。

65歳以上の方の保険料は次のとおりです。

諏訪広域連合より「介護保険料納入通知書」が発送されますので内容を

ご確認ください。

○保険料は前年の所得に応じ、７月に確定されます

○介護保険料の納め方
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４月から介護保険料が変わります�４月から介護保険料が変わります�４月から介護保険料が変わります�

［４月・６月・８月…仮徴収］

・２月に天引となった保険料と同額を４月・６月・８

月の年金から天引します。

［10月・12月・２月…本徴収］

・７月に確定するその年度の保険料額から、仮徴収に

より納めた保険料額を差引いた額を、10月以降の支

払回数（３回）で割った額を年金から天引きします。

◇お問い合わせは
岡谷市　介護福祉課 �２３－４８１１（内線1281～1286） ２２－８４９２

諏訪広域連合　介護保険課 �８２－８１６１（直通） ７１－２０７１

特　別　徴　収
（年金から天引される方）

［４月から６月…暫定賦課］

・保険料額が決定するまでの間（４～６月分）は、平

成14年度の保険料の所得段階による保険料額を納め

て頂きます。

［７月から３月…本算定］

・７月に確定するその年度の保険料額から、暫定賦課

により納めた保険料額を差引いた額を、７月以降の

支払回数（９回）で割った額を納めます。

普　通　徴　収
（納付書または口座振替で納める方）

特　別　徴　収
（年金から天引される方）

普　通　徴　収
（納付書または口座振替で納める方）

（平成15～17年度）�

※所得段階が今までの５段階設定から６段階に変更されました。�

所得段階� 保険料率� 対　　象　　者� 年　額� 月　額�

第１段階� 0.25 8,775円� 731円�
世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉�
年金受給者または生活保護受給者�

第２段階� 0.73 25,623円� 2,135円�世帯全員が住民税非課税�

第３段階�
基準額�

1.00 35,100円� 2,925円�
世帯内に住民税課税者はいるが本人は�
住民税非課税�

第４段階� 1.25 43.875円� 3,656円�
本人が住民税課税で合計所得金額が�
200万円未満�

第５段階� 1.50 52,650円� 4,388円�
本人が住民税課税で合計所得金額が�
400万円未満�

第６段階� 1.65 57,915円� 4,826円�
本人が住民税課税で合計所得金額が�
400万円以上�


